
議案第４３号 

 

町道の認定及び廃止について 

 

道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、次の路線を認定及び廃止するも

のとする。 

 

認  定 

路線番号 路 線 名 起 点 終 点 実 延 長 幅 員 摘要

Ｅ－１７ 朝日１６号線 
朝日４丁目６

番地１９ 

朝日４丁目６

６番地２３ 

ｍ 

２３６．１７ 

ｍ

７．００

１０．００

 

Ｅ－４１ 朝日３４号線 
朝日４丁目２

４番地２９ 

朝日４丁目２

５番地６５ 

ｍ 

２５９．６４ 

ｍ

１０．００  

Ｅ－４３ 朝日３６号線 
朝日４丁目２

５番地５９ 

朝日４丁目６

２番地１２ 

ｍ 

２２５．２５ 

ｍ

７．５０

１０．００

 

Ｅ－４４ 朝日３７号線 
朝日４丁目６

６番地２３ 

朝日４丁目６

６番地２２ 

ｍ 

７０．３６ 

ｍ

１０．００  

Ｆ－５１ 湯 地 杵 臼 線 
字湯地１７１

番地１ 

字杵臼９７番

地１ 

ｍ 

８５８．４７ 

ｍ

６．００  

 

廃  止 

路線番号 路 線 名 起 点 終 点 実 延 長 幅 員 摘要

Ｅ－１７ 朝日１６号線 
朝日４丁目６

番地１９ 

朝日４丁目２

５番地１８ 

ｍ 

１３５．７０ 

ｍ

６．００  

Ｅ－４１ 朝日３４号線 
朝日４丁目２

４番地２９ 

朝日４丁目２

４番地２８ 

ｍ 

１５８．４９ 

ｍ

１０．００

 

 

 

Ｆ－５１ 湯 地 杵 臼 線 
字湯地１７１

番地 

字杵臼１０９

３番地 

ｍ 

９８４.００ 

ｍ

４．００

４．５０

 

 




